
 

令和８年度茨城県地域医療介護総合確保基金事業 

（介護施設・事業所内保育施設運営支援事業）補助金交付要項 

 

（趣旨） 

第１条 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平成元年６月30日法律第64

号）第４条第１項の規定により作成する茨城県計画（以下「県計画」という。）に定める事業につ

いて、地域医療介護総合確保基金を財源として予算の範囲内において補助金を交付するものとし、

その交付については、地域医療介護総合確保基金管理運営要領（平成26年９月12日付け老発0912

第１号厚生労働省老健局通知）及び茨城県補助金等交付規則（昭和36年茨城県規則第67号）（以下

「規則」という。）に定めるもののほか、この要項に定めるところによる。 

 （交付の目的） 

第２条 この補助金は、介護職員等の子育て支援のため介護施設・介護事業所における保育施設の運

営経費を助成することにより、介護職員等の処遇を改善し、働きやすい介護の職場づくりを推進す

ることを目的とする。 

（交付の対象） 

第３条 交付対象事業は、介護保険法（平成９年法第 123 号）に規定されている介護保険事業所及

び老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）に規定される老人福祉施設（以下「介護事業所等」とい

う。）が、第２条に掲げる目的をもって介護職員等の委託を受けて乳児、幼児及び学童（学童は、

小学校第１学年及び第２学年に在籍する者に限る。）に対し必要な保護を行う事業（以下「介護

事業所内保育施設運営事業」という。）とする。ただし、雇用保険法施行規則（昭和 50 年労働省

令第３号）第 116 条の規定に基づく両立支援等助成「事業所内保育施設設置・運営等支援助成金」

及び子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号）第 59 条の２第１項の規定に基づく仕事・子

育て両立支援事業「企業主導型保育事業助成金」など他の助成金等との重複補助は認めない。 

第４条 交付対象施設は、介護事業所等が運営する保育施設であって、以下の要件を全てみたすも

の（以下、「介護事業所内保育施設」という。）とする。 

 (１) 主に介護事業所等が雇用する職員のために設置されたもの 

 (２) 児童福祉法第 39 条第１項に規定する業務を目的とする施設であって、同法第 34 条の 15 の

認可を受けていないもの、同法第 35 条第３項の届出をしていないもの及び同条第 4 項の認可

を受けていないもの 

 (３) 児童福祉法第 59条の２第１項及び茨城県認可外保育施設指導監督実施要項第４条による届

出をしているもの 

（交付額の算出方法） 

第５条 交付額については、以下の(１)及び(２)で算出した額を比較して少ない方の額とする。 

ただし、1,000 円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

(１) 現員（乳幼児）×現員一人あたり 450 千円＋現員（学童）×現員一人あたり 225 千円 

現員とは、申請対象期間中の介護事業所等の従業員の子である乳幼児、学童における１日の

平均保育人数とする。ただし、端数が生じた場合は、小数点第１位を四捨五入するものとする。 

(２) （運営費－（定員×運営月数×５千円））×2/3 

運営費は、支給対象期間中に介護事業所等から保育士等に支払った賃金（給料、賞与、諸手

当等）及び賃貸物件を利用している場合の建物賃借料（敷金、礼金、管理費、駐車場代及び土



地の借地料を除く。）とする。 

(３) 介護事業所内保育施設が年度中途に開設される場合の(１)については、「450 千円」を、「4

50 千円を 12 で除し、運営月数（１月に満たない月は、１月とする。）で掛けた額」と読み替え

る。学童を保育している場合は、「225 千円」を、「225 千円を 12 で除し、運営月数（１月に満

たない月は、１月とする。）で掛けた額」と読み替える。 

（交付申請） 

第６条 この補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書（様式第１号）及び誓約書（様

式第２号）を別に指示する期日までに知事に提出しなければならない。 

（変更交付申請） 

第７条 この補助金の交付決定後の事情変更により、申請の内容を変更して交付申請等を行う場合

には、前条に定める申請の手続きに従い、別に指示する期日までに行うものとする。 

（交付決定の通知） 

第８条 この補助金の交付決定の通知は、補助金交付決定通知書（様式第３号）により行うものと

する。 

（申請の取下げ期間） 

第９条 この補助金の交付決定後、申請の取下げを行う場合には、前条の補助金交付決定通知書の

送付を受けた日から 14 日以内とする。 

（交付の条件） 

第 10 条 都道府県が、介護事業者等が実施する基金事業に対して、この基金を財源の全部又は一部

として助成する場合には、介護事業者等に対し次の条件が付されるものとする。 

(１) 基金事業を中止し、又は廃止する場合は、都道府県知事の承認を受けなければならない。 

(２) 基金事業に係る関係書類の保存については、基金事業に係る収入及び支出を明らかにした帳

簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業が完

了する日（基金事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年

度の終了後５年間保管しておかなければならない。 

(３) 基金事業を行う者が(１)及び(２)により付した条件に違反した場合等、交付の条件を満たし

ていなかったことが支給後に判明した場合には、この補助金の全部又は一部を都道府県に納付さ

せることがある。 

(４) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税

に係る仕入控除税額が確定した場合は、仕入控除税額報告書（様式第６号）を速やかに知事に提

出しなければならない。 

なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（一支社、一支所等）であって、自

ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又は本社、本所等）で消費税及び地方消費税の

申告を行っている場合は本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。 

また、知事に報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又

は一部を県に納付させることがある。 

（実績報告） 

第 11 条 基金事業を行う者はこの補助金による事業が完了したとき（事業を中止し、又は廃止した

時を含む。）は、事業が完了した日から起算して 30 日を経過した日又は当該年度の３月 31 日の

いずれか早い日までに実績報告書（様式第４号）を知事に提出しなければならない。 



（交付額の確定） 

第 12 条 この補助金の交付額の確定は、補助金確定通知書（様式第５号）により行うものとする。 

（交付金の返還） 

第 13 条 知事は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交

付されているときは、期限を定めて、その超える部分について県に返還を命ずるものとする。 

 （事業に関する報告等） 

第 14 条 基金事業を行う者は、事業への取り組み状況について知事の要求があったときは速やかに

報告するとともに、事業を通じて得た雇用管理改善方策等の知見について、広く他の介護事業者

等へ紹介するよう努めることとする。 

（申請の方法） 

第 15 条 この補助金に係る県への申請、届出等については、茨城県の「電子申請・届出システム」

によるものとする。 

  ただし、やむを得ない事情により当該方法によることができない場合は、郵送又は電子メール

で提出することができるものとする。 

（書類の提出部数） 

第 16 条 この要項により知事に提出する書類の部数は、正本１部とする。 

 

   付 則 

 この要項は、令和８年（2026 年）５月 20 日から施行し、令和８年（2026 年）４月１日から適用

する。 



様式第１号 

番     号 

年  月  日 

 

茨城県知事 殿 

 

所  在  地                      

法  人  名                      

法人代表者名                      

電 話 番 号                       

 

令和８年度茨城県地域医療介護総合確保基金事業補助金 

（介護施設・事業所内保育施設運営支援事業）の交付申請について 

 

 このことについて、関係書類を添えて次のとおり申請する。 

１ 申請額 円 

２ 申請期間 

※年度中開設の場合は、開設日から 
  年  月  日 ～     年  月  日 

３ 

保
育
施
設
概
要 

保育施設名  

保育施設所在地 

(電話番号) 

 

 

開設日     年  月  日 定員数 名 

子を預ける職員の勤務先  
(

口
座
振
替)

 

４ 

受
領
方
法 

指定銀行名    銀行         支店 

口座種別  

口座名義 (カタカナ) 

口座番号  

(

担
当
者)

５ 

そ
の
他 

担当者氏名  

電話番号  ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

 添付書類 

  (1) 所要額調書（様式第１号－１） 

  (2) 算定額見込調書（様式第１号－２） 

（3） 児童福祉法第 59 条の２第１項に基づき都道府県に届け出た書類(写) 

 （4） 誓約書（様式第２号） 



様式第１号－１ 

所 要 額 調 書 

 

 

法人名                   

 

(1)現員（乳幼児見込）×４５

万円＋現員（学童見込）×２２．

５万円 

※年度中途開設の場合は、45 万円（学童は

22.5 万円）÷12×運営月数 

(2)（運営費（見込）－（定員×

運営月数×5 千円）)×2/3 

(3)申請額 

※(1)(2)のいずれか低い額 

（乳幼児）        円 

円 円 

（学童）        円 

（合計）        円 

 

収 支 予 算 書 

収  入 支  出 

（例） 

補助金収入 

 （例） 

〇〇費 

△△費 

 

合 計 円 合 計 円 



様式第１号－２ 

算 定 額 見 込 調 書 

 

法人名                   

① 保育乳幼児、学童総数（見込）                        単位：名 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計 

保育 
人数 
(乳幼児 

見込) 

             

うち 

従業員

の子 

            
(a1) 

保育 
人数 
(学童
見込) 

            

 

うち 

従業員

の子 

            
(a2) 

※１か月の延べ保育人数を記入してください。 

※申請期間中の各月に記入してください。 

 

② 開所日数（見込）                               単位：日 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計 

開所 
日数 

            
(b) 

開所 
実日数 

             

※開所日数は、開所実日数が７日以上の月については開所実日数と同じ日数で、開所実日数が６日

以下の月については６日で記入してください。 

 

③ 現員（見込） ※現員（c）は、端数が生じた場合、小数点第１位を四捨五入してください。 

従業員の 

保育乳幼児総数(a1) ÷ 
開所日数(b) 

＝ 
現員(c1) 

名 日 名 

 

従業員の 

保育学童総数(a2) ÷ 
開所日数(b) 

＝ 
現員(c2) 

名 日 名 

 

 

 

 

 



④ (1)の積算額 

現員(c1)  積算額（d1） 

名 

×  ４５万円  ＝ 
※年度中途開設の場合は、45 万円÷12×運営月数 円 

 

現員(c2)  積算額（d2） 

名 

×  ２２．５万円  ＝ 
※年度中途開設の場合は、22.5 万円÷12×運営月数 円 

 

積算額（d1）  積算額（d2）  積算額 

円 ＋ 円  ＝ 円 

 

⑤ (2)の積算額 ※積算額は、1,000 円未満の端数が生じた場合、切り捨ててください。 

運営費（見込）  控除額  積算額  

円 － 円  ×2/3＝ 円  

【運営費内訳】  【控除額算定】  

保育士賃金 

 

施設定員  運営月数  控除額 
円 

建物賃借料 

名 
× 

月 
× ５千円  ＝ 

    円 円 



様式第２号 

番     号 

年  月  日 

 

茨城県知事 殿 

 

所  在  地                      

法  人  名                      

法人代表者名                      

電 話 番 号                       

 

誓約書 
 

令和８年度茨城県地域医療介護総合確保基金事業補助金（介護施設・事業所内保育施設運営支援

事業）の交付申請に当たり、下記のとおり誓約します。  

 

記 

 

１ 提出した補助金交付申請書（関係書類含む）の内容に虚偽がないこと。虚偽その他不正の手段

により補助金の交付を受けたときは、交付の決定の全部又は一部を取り消すこと。また、補助金

受給後に判明したときは、補助金を返還すること。 

 

２ 交付対象事業が、令和８年度茨城県地域医療介護総合確保基金事業（介護施設・事業所内保育

施設運営支援事業）補助金交付要項（以下、補助金交付要項）第３条の要件をみたすこと。 

 

３ 交付対象施設が、補助金交付要項第４条の要件をみたすこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号 

番     号 

    年  月  日 

 

 殿 

 

茨城県知事 

 

 

令和８年度茨城県地域医療介護総合確保基金事業補助金 

（介護施設・事業所内保育施設運営支援事業）交付決定通知書 

 

 

   年  月  日付けで申請があった標記補助金については、茨城県補助金等交付規則（昭和

３６年茨城県規則第６７号）の規定により下記のとおり交付することに決定したので、同規則第７

条の規定により通知する。 

 

記 

 

 

交付決定額   金○○○，○○○円 

 



様式第４号 

番     号 

年  月  日 

 

茨城県知事 殿 

 

所  在  地                      

法  人  名                      

法人代表者名                      

電 話 番 号                       

 

 

令和８年度茨城県地域医療介護総合確保基金事業補助金 

（介護施設・事業所内保育施設運営支援事業）の事業実績報告について 

 

 

     年  月  日付け  第   号で交付決定を受けた標記補助金に係る事業実績につ

いて、次のとおり関係書類を添えて報告する。 

 

記 

 

１ 交付精算額 金○○○，○○○円 

 

２ 添付書類 

(1) 精算額算出内訳表（様式第４号－１） 

 (2) 収支決算（見込）書（様式第４号－２） 

(3) 算出額実績調書（様式第４号－３） 

(4) 現員及び運営費（保育士賃金及び建物賃借料）等の実績が確認できる書類 

(5) 現員に第３条に定める学童が含まれる場合は、以下の書類 

ア 在学証明書 



様式第４号－１ 

精 算 額 算 出 内 訳 書 

 

法人名                   

 

 

(1) 

現員（乳幼児実績）×４５

万円＋現員（学童実績）×

２２．５万円 

※年度中途開設の場合は、45 万

円（学童は 22.5 万円）÷12×運営

月数 

(2)  

（運営費（実績） 

－（定員×運営月数×5 千円）)

×2/3 

補助金所要額 

(1)(2)のいずれか少ない額 

(a) 

交付決定額 

 

(b) 

交付精算額 

(a)(b)のいずれか少ない額 

(c) 

 

（乳幼児）      円 

 

円 

 

円 

 

円 

 

円 

 

（学童）      円 

 

(合計)      円 



様式第４号－２ 

 

収 支 決 算（見込）書

収 入 支 出 

（例） 

補助金収入 

（地域医療介護総合確保基金事業補助金） 

 

 （例） 

〇〇費 

△△費 

□□費 

 

合 計 円 合 計 円 



様式第４号－３ 

 

算 定 額 実 績 調 書 

① 保育乳幼児、学童総数（実績）                         単位：名 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計 

保育 
人数 
(乳幼児

実績) 

             

うち 

従業員

の子 

            
(a1) 

保育 
人数 
(学童
実績) 

            

 

うち 

従業員

の子 

            
(a2) 

※１か月の延べ保育人数を記入してください。 

※申請期間中の各月に記入してください。 

 

② 開所日数（実績）                                単位：日 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計 

開所 
日数 

            
(b) 

開所 
実日数 

             

※開所日数は、開所実日数が７日以上の月については開所実日数と同じ日数で、開所実日数が６日以下

の月については６日で記入してください。 

 

③ 現員（実績） ※現員（c）は、端数が生じた場合、小数点第 1 位を四捨五入してください。 

従業員の 

保育乳幼児総数(a1) ÷ 
開所日数(b) 

＝ 
現員(c1) 

名 日 名 

 

従業員の 

保育学童総数(a2) ÷ 
開所日数(b) 

＝ 
現員(c2) 

名 日 名 

 

 

 

 

 

 



④ (1)の積算額 

現員(c1)  積算額（d1） 

名 

× ４５万円 ＝ 
※年度中途開設の場合は、45 万円÷12×運営月数 円 

 

現員(c2)  積算額（d2） 

名 

×  ２２．５万円  ＝ 
※年度中途開設の場合は、22.5 万円÷12×運営月数 円 

 

積算額（d1）  積算額（d2）  積算額 

円 ＋ 円  ＝ 円 

 

 

 

⑤ (2)の積算額 ※積算額は、1,000 円未満の端数が生じた場合、切り捨ててください。 

運営費（実績）  控除額  積算額  

円 
－ 

円 
  ×2/3＝ 

円 
 

【運営費内訳】  【控除額算定】  

保育士賃金 

 

施設定員  運営月数  控除額 
円 

建物賃借料 

名 
× 

月 
× ５千円 ＝ 

円 円 



様式第５号 

 第     号 

  年  月  日 

 

 殿 

 

茨城県知事 

 

 

令和８年度茨城県地域医療介護総合確保基金事業補助金 

（介護施設・事業所内保育施設運営支援事業）確定通知書 

 

 

     年  月  日付けで貴職から実績報告のあった標記補助金については、下記のとおり補助

金額を確定したので通知する。 

 

記 

 

 

補助金の確定額   金○○○，○○○円 



様式第６号 

                               番     号  

年  月  日  

 

 茨城県知事 殿 

 

                       所  在  地                        

法  人  名                        

法人代表者名                       

電 話 番 号                         

 

令和８年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 

 

     年  月  日付け  第   号で交付決定を受けた茨城県地域医療介護総合確保基

金事業補助金（介護施設・事業所内保育施設運営支援事業）に係る消費税及び地方消費税に係る仕入

控除税額については、下記のとおり報告する。 

 

記 

１ 補助金の確定額又は事業実績報告額 

             金           円 

 

２ 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額（補助金返

還相当額） 

             金           円 

 

３ 添付書類 

 参考となる書類（上記２の金額の積算内訳等） 


